
第１回臨時会（開催）

　日時

　場所

　議案 （１） 教育長職務代理者の選出について

平成２９年４月１日（土）　午前９時３０分から

本庁舎２階　第２会議室
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日程第１　教育長職務代理者の選出について

第１回臨時会（会議録）

開 催 時 間

開 催 場 所

開 催 日

本庁舎２階　第２会議室

午前９時３０分～午前１０時

平成２９年４月１日（土）　午前９時３０分から

教育長始め事務局職員８名

教育長職務代理者の選出について

堀江徹二郎、小笠原英司、南谷恵美子、佐藤明美出 席 委 員

出 席 者

欠 席 委 員

１人

議 事 日 程

傍 聴 人
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いたします。

故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する

委員がその職務を行う。」となっておりますので、私としましては、

政の組織及び運営に関する法律」第１３条第２項により「教育長に事

教 育 長

教 育 長

これまでの委員長としての実績と経験から「堀江委員」を指名させて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

　ご異議がなければ拍手をお願いします。

して、委員長の職と委員長職務代理者の職がなくなり、「地方教育行

た、小笠原委員におかれましては委員長職務代理者として重責を担っ

としてのご指導をお願い申し上げます。

発 言 者

【開会時刻：午前９時３０分】

　それでは、新教育委員会制度に基づくあま市教育委員会第１回臨時

大なるご尽力とご理解をいただき、誠にありがとうございました。引

０年甚目寺南中学校で４年、美和中学校で６年、あま市の教育長とし

き続き委員としまして、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

伴いまして、平成２９年３月８日の平成２９年あま市議会第１回定例

それでは、教育長より「平成２９年度あま市教育委員会第１回

きまして、教育長となりました松永でございます。甚目寺中学校で１

議事の大要

ていただき誠にありがとうございました。これからも教育委員会委員

について舵取りをしていきたいと考えていますので、よろしくお願い

会におきまして、新教育長として松永教育長が任命同意され、先ほど

の旧法の委員長と教育長が併存する経過措置の適用が終了しまして、

本日から委員長と教育長が一本化した新制度での教育委員会の運営が

村上市長より任命されたところでございます。

て５年計２５年間、あま市の教育に携わらさせていただきました。私

開始されることとなります。

会を開催させていただきます。

　まず始めに、私から教育長の選任についてご説明申し上げます。皆

様ご存じのとおり、松永前教育長が３月３１日付けで退任したことに

教 育 部 長

臨時会」の議事進行をお願いいたします。

教 育 長

　これによりまして、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」

　よって、これまでの堀江委員長の委員長としての職と小笠原委員の

　改めまして、おはようございます。本日、新教育委員会制度に基づ

にとって私を育てていただいた原点でもございます。恩返しではござ

いませんが今後の３年間、委員の皆様と力を合わせて、あま市の教育

委員長職務代理者としての職が３月３１日をもってなくなることとな

りました。お二人におかれましては、これまでの教育委員会制度の運

　先ほど、教育部長からも説明がありましたが、新制度移行に伴いま

　堀江委員におかれましては、昨日まで教育委員会委員長として、ま

　それでは、議事に入りたいと思います。

　日程第１「教育長職務代理者の指名について」を議題とします。
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いと思いますので。お願いします。

いない部分がありますが、これから、松永教育長はじめ、委員の皆様

と一緒になって、あま市の教育を立派なものにしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　ただいまより、辞令交付をさせていただきます。敬称につきまして

は省略させていただきます。教育長職務代理者堀江徹二郎

　辞令。堀江徹二郎、教育長職務代理者に任命する。平成２９年４月

理者として堀江委員よろしくお願いします。ここで辞令をお渡しした

　それでは、以上をもちまして、平成２９年あま市教育委員会第１回

１日、あま市教育委員会。

　よろしくお願いいたします。

教 育 部 長

教 育 長

教育長職務代理者

教 育 長

全 委 員 　拍手。

教 育 長

教 育 長

教 育 長

　ありがとうございました。

【閉会時刻：午前１０時】

　教育長職務代理者として任命を受けました。新教育委員会制度が本

日からスタートしますが、まだ具体的に新旧の制度の違いがつかめて

臨時会を閉会いたします。

教 育 長

　ありがとうございました。

　それでは、皆さまにご異議ないということですので、教育長職務代
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